
厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（精神障害分野））	 

研究分担報告書	 

　　　　　　　　　地域自殺対策トップセミナー全国キャラバン

～トップを巻き込み地域自殺対策を推進することの重要性～

研究分担者　　清水康之　　ＮＰＯ法人自殺対策推進センターライフリンク

研究要旨：本報告の目的は、地域自殺対策を推進するための基盤的な施策として平成 28 年度から開始された、

基礎自治体のトップである市区町村長を対象とする研修のコンセプトとコンテンツを開発するとともに、その効果の

検証を行うことである。 

方法：改正自殺対策基本法の理念を地域レベルで実現するために、厚生労働省と NPO 法人ライフリンクが推進団

体となってその基本コンセプトとコンテンツについて協議し、研修内容の具体化を図った。平成 28 年度から都道府

県単位で順次開催し、開催地の都道府県も含めた３者で共催した。	 

結果：28 年度末までに 11 県での開催を終えており、29 年度中に残りすべての都道府県での開催を目指している。

研修の基本コンセプトとして、開催県の都道府県知事に原則として開会挨拶をお願いし都道府県のトップを巻き込

む枠組みとし、基調講演は清水が行い「誰も自殺に追い込まれることのない“生き心地の良いＯＯ（都道府県名を

入れる）”をめざして」と題して市町村長の出席のもとに行い基礎自治体の市区町村長を巻き込む枠組みとし、そ

の後厚生労働省担当者と自殺総合対策推進センターの講演につなげる、というものである。トップセミナー修了直

後のアンケートでは、セミナーについて、「とても良かった（40.0％)」「良かった（58.0％）」であり、参加者の高い評価

が得られた。また、自殺地策についての理解は深まったかについては「とても深まった（26.0％）」「深まった

（70％）」であり、セミナーにより参加者の自殺対策の理解が確実に深まっているとの結果だった。

まとめ：地域自殺対策トップセミナー全国キャラバンは都道府県及び基礎自治体のトップを巻き込み地域自殺対

策を推進していく上での基盤となる施策であり、地域自殺対策計画策定や地域自殺対策の全国展開において有

用な事業であると考えられた。	 

Ａ．研究目的	 

	 平成２８年４月１日に施行された改正自殺対策基

本法では、「自殺対策は生きることの包括的支援」

と位置づけられ、自殺対策は単に精神保健部局が

担当するものではなく、地方自治体のトップが中心

になって、「保健、医療、福祉、教育、労働、その他

の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に

実施されなければならない」ものとなった。地域の現

場において、政治のトップを巻き込んで自殺対策を

推進していくことの重要性が再認識されたのであ

る。今後、都道府県及び市区町村において地域自

殺対策計画の策定が課題となることから、まずは都

道府県及び市区町村のトップを対象に改正自殺対

策基本法の理念と概要を理解してもらい、自殺対策
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推進の核となってもらうことを目的に、地域

自殺対策トップセミナーを全都道府県におい

て平成２９年度までに実施することとなっ

た。 

本報告では、地域自殺対策トップセミナー全 

国キャラバンの基本コンセプトとコンテンツの 

開発について提示し、その有用性についての検 

証結果（中間報告）についても報告する。 

Ｂ．研究方法 

改正自殺対策基本法の理念を地域レベルで実 

現するために、厚生労働省と NPO 法人ライフリ 

ンクが推進団体となってその基本コンセプトと 

コンテンツについて協議を行った。協議内容は 

開催形式、開催の調整方法、研修内容（課題と 

講師選定）であった。 

開催形式については、厚生労働省、NPO 法人 

ライフリンク、開催都道府県の３者が主催し、 

研修内容については、NPO 法人ライフリンクが 

中心になって講演内容と講師選定の方針を決定 

した。 以上の経緯を踏まえて、平成 28 年度か 

ら都道府県単位で順次開催し、開催地の都道府 

県も含めた３者で共催した。 

トップセミナー修了後に、参加者（都道府県 

知事及び市町村長、行政関係者、地域関係者等） 

にアンケート調査を実施した。調査内容は研修 

が良かったか、自殺対策に関する理解が深まっ 

たか、今後の自殺対策推進に関する意見（自由 

記述を含む）であった。 

Ｃ．研究結果 

（１）トップセミナーのコンテンツ

トップセミナーの参加者のコアである都道府 

県知事及び知事部局幹部、開催県の市町村長が 

なるべく多く参加できる日程調整を都道府県担 

当者には依頼をした。そして、地域の政治のト 

ップに自殺対策に関する理解を深めてもらうた 

め、NPO 法人ライフリンク代表の清水が自殺対 

策の現場で実感してきた自殺対策の現場の声を 

訴える形での基調講演を実施することとした。 

（その具体的内容については本報告の末尾にパ 

ワーポイントの資料として掲載した）その後、 

厚生労働省自殺対策推進室長である大臣官房参 

事官による国の自殺対策の動向の講演を配して 

最新の国の施策動向を伝えることとした。その 

後、国の自殺対策のシンクタンク的機能を果た 

している自殺総合対策推進センター長による 

「自殺実態プロファイルを活用した自殺対策」 

の講演と地域連携推進室長による「地域自殺対 

策計画の策定をうまく進めるためのヒント」を 

配して地域自殺対策の進め方の実務的内容を理 

解してもらうことした。 

また、参加者への配布資料としては当該都道 

府県および市町村の自殺実態プロファイルの最 

新版をそれぞれの地域ごとに机上配布し、市町 

村長自らがトップセミナー開講中に手元で自ら 

の地域の自殺実態に目を通すことができるよう 

に配慮した。 

（２）トップセミナーのプログラム 

当日のプログラムは開催地によって多少異なる

が、標準的なものとして、ここでは茨城県のもの

を紹介したい。 

1400 主催者挨拶 

茨城県知事 橋本昌 

厚生労働省大臣官房参事官（自殺対策担当） 

岩井一郎 

1410 基調講演「誰も自殺に追い込まれること 

のない“生き心地の良い茨城”をめざして」 

NPO 法人ライフリンク代表 清水康之 
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1525 「自殺対策の動向について」 

厚労省参事官 岩井一郎 

1545 「自殺実態プロファイルを活用した自殺 

対策」 

自殺総合対策推進センター長　本橋豊 

1605 「地域自殺対策計画の策定をうまく進め 

るためのヒント」 

総合対策推進センター地域連携室長 

反町吉秀 

1625 「先進的な取り組みを効率的に展開して 

いくために」 

NPO法人ライフリンク副代表 根岸親 

1645 全体質疑 （1700 閉会） 

なお、開催地によっては様々な工夫をしてい 

るところもある。例えば、山梨県では県の自殺 

対策条例の制定を牽引した県議会のメンバーが 

講演。新潟県では知事や市長がパネリストとし 

て登壇しディスカッションを行った。（右上の写 

真を参照のこと。右から、司会の清水、米山隆 

一 新潟県知事、篠田昭 新潟市長、高橋邦芳 村 

上市長） 

図１. 新潟県のトップセミナーの様子（平成 

29 年３月 28 日開催、新潟市） 

（３）トップセミナーアンケート集計結果 

これまでに開催した 11 県の都道府県知事及 

び市町村長のセミナー終了後のアンケート集計 

結果は次のとおりである。回答者の内訳は図２ 

に示すとおりである。 

図２．アンケート回答者の内訳 

セミナーの率直な感想について問うた質問では、 

「とてもよかった」と回答した人が 40％で「よ 

かった」が 58％と、計 98％が肯定的な回答を寄 

せていた。また、「あまりよくなかった」が 2％ 

で、「よくなかった」は 0％だった。この結果は 

とりわけ首長に対して、トップセミナーが自殺 

対策への理解を深める上で有用であることを示 

唆するものである。 
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図 3． 自殺対策についての率直な感想、自殺 

対策への理解は深まったか、に対する回答。 

今後の自殺対策の推進に関しては、「自殺対策を 

強く推進していきたい」が最も多く、次いで「国

や 県からのより一層の支援が必要だ」であった。 

図２ 今後の自殺対策推進について 

Ｄ．考察 

すべての都道府県を対象とした研修としては、 

平成 19年度にも、自殺対策をテーマにした全国 

キャラバンを実施している。平成 18 年 10 月に 

施行された自殺対策基本法の理念を全国に伝え 

ようと、また「自死遺族のつどい（分かち合い 

の会）」の立ち上げ支援につながればと、このと 

きは「自死遺族支援全国キャラバン」と銘打っ 

て、やはりすべての都道府県でシンポジウムを 

開催した。つまり今回の全国キャラバンは２巡 

目になるわけだが、前回とは決定的に異なる点 

が２つある。 

ひとつは、厚労省が推進団体となっているこ 

とである（前回は NPO 法人ライフリンクだけ 

が主催団体だった）。これは自殺対策に関する政 

府の姿勢が変化したことの表れと言えよう。自 

殺対策基本法は議員立法であり、政府が法制化 

を主導したわけではない。ただし、この 10 年間、 

自殺対策議連や民間団体に牽引される形で政府 

が対策に取り組んできたことで、自殺対策が名 

実ともに政府の仕事になったということである。 

もうひとつは、キャラバンの対象が一般住民 

ではなく市区町村長であるということである。 

これは日本の自殺対策が地域レベルの実践的な 

取り組みへと進化したことの表れである。昨年 

改正された自殺対策基本法において、自殺対策 
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計画の策定が都道府県のみならず市区町村にも 

義務づけられた。自殺の背景には様々な問題が 

潜んでおり、対策の推進には様々な部局や関係 

機関による連携が欠かせない。そのため地域で 

取り組むには市区町村長のリーダーシップが重 

要となる。そこで今回の全国キャラバンは、都 

道府県及び市区町村長を対象として実施するこ 

とになったのである。 

次にトップセミナー修了後のアンケート調査

結果について考察する。開催県で実施したアン

ケートの結果を見ると、市町村長や副市町村長

などの特別職（行政トップ）による評価が極め

て高い。回答者 100 人のうち、「とてもよかっ

た」と回答した人が 40％で「よかった」が 58％ 

と、計 98％が肯定的な回答を寄せている。また、 

「あまりよくなかった」が 2％で、「よくなかっ 

た」は 0％だった。 

実際、清水が基調講演で次のように話し始め 

ると、多くの行政のである。「社会が多様化する 

中で、地域の現場で起きる問題はどんどん複雑 

化・複合化している。既存の制度や支援の枠組 

みでは対応し切れない問題が増えている。貧困 

や虐待、ひきこもりや精神疾患、介護疲れや孤 

立など、いくつもの問題が絡み合い、それらが 

最も深刻化した末に起きるのが自殺だ。裏を返 

せば、自殺に対応できる地域のセーフティーネ 

ットを築ければ、それは地域の様々な問題にも 

対応できるセーフティーネットにもなる。つま 

り、自殺対策は地域づくりの絶好の切り口とな 

り得る。ただし、それを牽引できるのは首長の 

皆さんしかいない」。 

自殺対策に理解のある行政トップを増やすこ 

とは、全国的な対策の底上げに直結する。官民 

連携による自殺対策の象徴でもある「地域自殺 

対策トップセミナー全国キャラバン」を皆で力 

を合わせて最後までやり遂げたいと考えている。 

Ｆ．健康危険情報 なし 

Ｇ．研究発表  

１．論文発表 なし 

２．学会発表 なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 なし 

-11-



新潟県トップセミナー開催時に配布した資料 

日時： 平成 29 年 3 月 28 日（水）

会場： 新潟県民会館 
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20歳未満,	  
0.4%

20代
21.8%

30代
23.1%

40代,	  
16.2%

50代,	  
14.2%

60代,	  
13.5%

70代,	  
7.0%

80歳以上,	  
3.9%

3.6%

15.6%

30代
17.2%

19.3%

16.1%

14.6%

8.3%

5.2%

0.5% 6.1%

7.6%

6.6%

17.7%

18.7%

70代
19.7%

80歳以上
23.2%

3.2% 5.4%

7.6%

10.3%

50代
24.9%

24.9%

15.7%

8.1%

21 26

(n=542)(n=198)

(n=185)(n=192)
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6.8%

26.7%

6.0%

主婦
16.4%3.9%

40.2%

⾃自営業
家族従事者
14.4%

19.4%

1.4%
4.1%7.7%

53.2%

⾃自営業・
家族従事
者,	  5.0%

被雇⽤用者
勤め⼈人
37.6%

学⽣生・⽣生徒
等,	  2.8%主婦,	  6.3%

失業者,	  
5.1%

その他,	  
43.2%

8.0%

25.0%

学⽣生
⽣生徒等
18.6%

6.4%
2.1%

39.9%

	  
(n=505)(n=222)

(n=188)
	  

(n=281)

21 26

◆自殺率は20.0。世界8位。米国の2倍弱、英国や伊国の3倍。	 

◆40～60代の男性（父親世代）が全体の35％を占める。	 	 

◆20～30代の死因一位は自殺。20代は減少幅が小さい。	 

◆内閣府調査「一年以内に本気で自殺を考えたことがあるか」	 
	 →回答者の5％が「ある」。20代は10％と世代別で最多。	 

◆男女比は7対3。自殺率の国際比較は、男12位。女3位。	 

◆1人が自殺で亡くなると、4～5人が遺族になる。	 
	 →毎年10万人超。全国に300万人超。国民の40人に1人。	 

◆現代日本社会において、自殺は「国民的リスク」である。	 

26  
2011
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▼「攻めの自殺対策（「ゼロからプラス）」への転換�
▼「いのち支える自殺対策」�い�����������

▼年間１万人の命を守る（自殺者数を１万人台に）�
▼自殺対策で国際貢献（���自殺対策��国）�
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厚生労働省における自殺対策の推進体制について�
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（（１１））　地地域域自自殺殺対対策策強強化化交交付付金金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２５５億億円円（（２２５５億億円円））		

　　　  平成28年4月１日から施行された改正自殺対策基本法に基づき、地域自殺対策強化交付金　　　　　 	
      により、地域レベルでの実践的な自殺対策の取組を支援する。	

（（２２））　自自治治体体ににおおけけるる自自殺殺対対策策計計画画のの策策定定支支援援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33..77億億円円（（22..22億億円円））		

　　　　改正自殺対策基本法に基づき、自殺総合対策推進センターの調査研究機能等の強化や　　　　	
　　 地域自殺対策推進センターの全ての都道府県・指定都市への早期設置に向けて取り組む	
　　 とともに、これらの自治体における自殺対策計画の早期策定に向けた支援を行う。	

平平成成2299年年度度予予算算案案のの概概要要		

自自殺殺対対策策のの推推進進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３００億億円円（（3300億億円円））　　		
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2017/5/21

首首長長等等参参加加者者数数 計計 114499 人人 （全体の36.5％）

◆長野県 27 人 ◆徳島県 7 人 ◆千葉県 12 人 ◆香川県 13 人 ◆大分県 14 人

◆埼玉県 23 人 ◆広島県 3 人 ◆山梨県 6 人 ◆茨城県 27 人 ◆愛媛県 8 人

◆新潟県 9 人

１１））本本日日ののセセミミナナーーのの率率直直ななごご感感想想ををおお聞聞かかせせくくだだささいい ２２））自自殺殺対対策策ににつついいててごご理理解解はは深深ままりりままししたたかか

（回答者数： 100 ） （回答者数： 100 ）

３３））（（今今後後のの自自殺殺対対策策推推進進にに関関ししてて））該該当当すするるももののすすべべててにに○○ををつつけけててくくだだささいい （回答者数：100　※複数回答あり）

４４））そそのの他他、、今今後後のの自自殺殺対対策策やや研研修修会会にに対対ししててののごご意意見見・・ごご要要望望（抜粋）

▼ 自殺対策は自治体としての責務であることを再認識できました。自殺は社会問題であることも。

▼ 市別のデータありがとうございました。参考になります。

▼ 市の実態を精査して具体策を練りたいと思う。

▼ 計画策定にあたって、ガイドラインが出来た段階で、再度研修会を行ってほしい。

市町村の役割は理解したが、現場の職員の数が十分でない。又、横のつながりを図るということは十分理解でき
た。庁内で十分協議を図りながら進めて参りたい。

▼

【【首首長長分分】】  「「地地域域自自殺殺対対策策トトッッププセセミミナナーー」」アアンンケケーートト回回答答（（１１１１県県分分））

市町村は自殺予防のシステムを構築しつつ、予防の現場でもあります。予防スキルの研修等もお願いしたいと
思います。町の職員全員がゲートキーパーとなれるよう研修を行いたいと思います。

▼

人口規模の小さな基礎自治体では、自殺対策に取り組むマンパワーが正直不足しているし、制度までを学ぶ機
会が少ないので、きめ細かい指導をお願いしたい。

▼

ととててももよよかかっったた		
40	  

(40.0%)	  
よよかかっったた		

58	  
(58.0%)	  

あまりよくなかった	
2(2.0%)	  

ととててもも深深ままっったた		
26	  

(26.0%)	  

深深ままっったた		
70	  

(70.0%)	  

あまり深まらな
かった	
4(4.0%)	  
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自殺対策を強く推進していきたい	

現状の取組で十分だ	

推進したいが他の事業等で手一杯だ	

推進できるかまだ判断がつかない	

他の自治体の動きも見つつ判断したい	

国や県からのより一層の支援が必要だ	

自ら率先して対策に取組もうと思う	

対策を進めるための財源が不足している	
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